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最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
関
す
る
質
問
主
意
書

最
高
裁
判
所
長
官
、
判
事
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
（
以
下
、
「
最
高
裁
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
最
高
裁
裁
判
官
」
に
対
し
て
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
国
民
審
査
（
以
下
、
「
国
民
審
査
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
る
が
、
そ
の
意
義
、
目
的
等
は
国
民
に
十
分
浸
透
し
て
い
る
か
。
菅
�
人
内
閣
の
認
識
如
何
。

二

現
在
国
民
が
「
国
民
審
査
」
に
よ
り
「
最
高
裁
裁
判
官
」
を
審
査
す
る
際
、
十
分
な
判
断
基
準
と
な
り
得
る
情
報
は
示
さ

れ
て
い
る
か
。
菅
内
閣
の
認
識
如
何
。

三

「
国
民
審
査
」
は
、
実
質
的
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
、
単
な
る
セ

レ
モ
ニ
ー
の
一
つ
と
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

「
最
高
裁
裁
判
官
」
は
、
三
権
分
立
を
旨
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、
司
法
の
最
高
機
関
に
勤
め
る
者
で
あ
る
。
主
権
在

民
を
旨
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、
そ
の
「
最
高
裁
裁
判
官
」
に
も
十
分
か
つ
実
効
的
な
国
民
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
観
点
か
ら
、
「
国
民
審
査
」
を
行
う
際
、
各
種
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
経
歴
放
送
の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
経
歴
や
過
去
の
業
績
等
を
広
報
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
国
民
に
よ
り
多
く
の
、

十
分
な
判
断
基
準
と
な
り
得
る
情
報
を
示
し
、
真
に
国
民
が
「
最
高
裁
裁
判
官
」
を
審
査
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
制
度
に

一



す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
う
ち
、
�
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
者
、
�
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
て
も
司
法
修
習
を
終

了
し
て
い
な
い
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
い
る
か
。

六

司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
者
が
、
我
が
国
の
司
法
の
最
高
機
関
で
あ
る
最
高
裁
判
所
の
判
事
と
な
る
こ
と
は
適
切

か
。
右
は
、
例
え
る
な
ら
ば
医
師
免
許
を
持
た
な
い
者
が
医
療
行
為
を
行
う
こ
と
に
等
し
く
、
甚
だ
不
適
切
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

七

過
去
に
行
政
官
庁
出
身
で
「
最
高
裁
裁
判
官
」
に
指
名
さ
れ
た
者
は
誰
か
、
そ
の
出
身
府
省
庁
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数

を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

八

「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
ポ
ス
ト
が
、
あ
る
特
定
の
府
省
庁
の
者
が
自
動
的
に
再
就
職
を
す
る
ポ
ス
ト
に
、
つ
ま
り
天
下
り

先
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。

九

菅
内
閣
と
し
て
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
国
民
審
査
」
や
人
選
の
方
法
等
、
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見

直
し
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


